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登記申請は
お早めに！
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令和６年４月１日から

相続登記が義務化

※令和６年４月１日より前に相続した不動産は、 令和９年３月３１日までにする必要

遺産分割の話合い
がまとまった

遺産分割の結果に基づく相続登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)

早期に遺産分割を
することが困難

相続人申告登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)
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だれか、この
農地を使って
くれないかな

・登記名義人がご自身ではないもの
・だれのものかわからないもの
でも、農業委員会の公示によって
農地バンクに貸せるようになります！

農業委員会は、農地の登記名義人の配偶者と子どものみを調べて、
ご意向をお聞きし、それでも共有者がわからない場合は、２か月の
公示を行って農地バンクに貸せるようになります。
最寄りの農業委員会にご相談ください。

ポイント

お近くの

農業委員会に
ご相談ください！

待てよ、この農地、
先代名義じゃな
かったか？

あの農地だれのか
わからないけど、
使わせてくれない

かな？
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